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規規 則則

宮崎県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年４月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第15号

宮崎県財務規則の一部を改正する規則

宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（出納員）

第４条 総務部、会計管理局及び警察本部に出納員を置き、次の各

号に掲げる職にある者をもって充てる。

（１） ［略］

（２） 会計管理局次長、会計課長、会計課課長補佐及び会計課主

幹又は会計課副主幹（会計課主幹又は会計課副主幹にあっては

、審査又は指導検査の事務を掌理する者に限る。）

（３） ［略］

２～５ ［略］

（出納機関の直接収納）

第44条 ［略］

２～７ ［略］

（予算執行の伺い及び合議等）

第54条 ［略］

２・３ ［略］

４ 次の各号の一に該当するときは、部局にあっては財政課長及び

会計課長に、かいにあっては出納員に合議しなければならない。

（１） ［略］

（２） 過年度支出をしようとするとき（労働保険の保険料の徴収

等に関する法律（昭和44年法律第84号）第19条第３項に規定す

る労働保険料の不足額に係るものを除く。）。

（３） ［略］

（出納員）

第４条 総務部、会計管理局及び警察本部に出納員を置き、次の各

号に掲げる職にある者をもって充てる。

（１） ［略］

（２） 会計管理局次長、会計課長、会計課課長補佐及び会計課主

幹又は会計課副主幹（会計課主幹又は会計課副主幹にあっては

、審査第一、審査第二又は旅費審査の事務を掌理する者に限る

。）

（３） ［略］

２～５ ［略］

（出納機関の直接収納）

第44条 ［略］

２～７ ［略］

８ 第１項本文の規定にかかわらず、出納機関は、第 150条第６号

に規定する生産物を不特定多数の者に売り払う場合については、

領収証の交付を省略することができる。

（予算執行の伺い及び合議等）

第54条 ［略］

２・３ ［略］

４ 次の各号の一に該当するときは、部局にあっては財政課長及び

会計課長に、かいにあっては出納員に合議しなければならない。

（１） ［略］

（２） 過年度支出をしようとするとき（自動口座振替により支払

うために資金前渡をする日が出納閉鎖日の翌日以降となった場

合及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律

第84号）第19条第３項に規定する労働保険料の不足額に係るも

のを除く。）。

（３） ［略］
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５ ［略］

（過年度の支出及び過誤納収入金の戻出）

第94条 ［略］

２ 前項の規定にかかわらず、労働保険の保険料の徴収等に関する

法律第19条第３項に規定する労働保険料の不足額の支出をする場

合は、当該部局又はかいにおける過年度の支出であることの書類

の作成及びかいにおける当該かいを主管する部局の長への報告を

省略することができる。

（履行遅滞）

第 108条 ［略］

２ 前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約

代金の額に対し、遅延日数に応じ、年 3．3パーセントの割合（こ

の場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について
じゅん

も、 365日当たりの割合とする。）で計算した額とする。

３ ［略］

（履行期限の延長の手続等）

第 180条 ［略］

２・３ ［略］

４ 第２項本文の延納利息の率は、年 3．3パーセント（この場合に

おける年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、 365日
じゅん

当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ

の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に

よることができる。

５ ［略］

別表第３（第７条関係）

５ ［略］

（過年度の支出及び過誤納収入金の戻出）

第94条 ［略］

２ 前項の規定にかかわらず、自動口座振替により支払うために資

金前渡をする日が出納閉鎖日の翌日以降となった場合及び労働保

険の保険料の徴収等に関する法律第19条第３項に規定する労働保

険料の不足額の支出をする場合は、当該部局又はかいにおける過

年度の支出であることの書類の作成及びかいにおける当該かいを

主管する部局の長への報告を省略することができる。

（履行遅滞）

第 108条 ［略］

２ 前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約

代金の額に対し、遅延日数に応じ、年 3．1パーセントの割合（こ

の場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について
じゅん

も、 365日当たりの割合とする。）で計算した額とする。

３ ［略］

（履行期限の延長の手続等）

第 180条 ［略］

２・３ ［略］

４ 第２項本文の延納利息の率は、年 3．1パーセント（この場合に

おける年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、 365日
じゅん

当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ

の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に

よることができる。

５ ［略］

別表第３（第７条関係）

［略］本庁会計課の

出納員 天神山及び諸県県有林の立竹

並びに竹産物売払代金並びに

環境森林課に属する入札保証

金及び契約保証金の受入れ並

びに受け入れた当日に直ちに

還付する必要のある入札保証

金の還付に関すること。

環境森林課の

金銭分任出納

員

［略］

森林経営課に属する入札保証

金及び契約保証金の受入れ並

びに受け入れた当日に直ちに

還付する必要のある入札保証

金の還付に関すること。

森林経営課の

金銭分任出納

員

［略］

［略］

［略］県立都城泉ヶ

丘高等学校の

出納員

県立都城農業高等学校に属す

る生産物又は不用品の売払代

金の収納に関すること。

県立都城農業

高等学校の金

銭分任出納員

県立都城農業

高等学校の出

納員

県立本庄高等学校に属する生

産物又は不用品の売払代金の

収納に関すること。

県立本庄高等

学校の金銭分

任出納員

県立本庄高等

学校の出納員

［略］県立富島高等

［略］本庁会計課の

出納員 環境森林課に属する入札保証

金及び契約保証金の受入れ並

びに受け入れた当日に直ちに

還付する必要のある入札保証

金の還付に関すること。

環境森林課の

金銭分任出納

員

［略］

天神山及び諸県県有林の立竹

並びに竹産物売払代金並びに

森林整備課に属する入札保証

金及び契約保証金の受入れ並

びに受け入れた当日に直ちに

還付する必要のある入札保証

金の還付に関すること。

森林整備課の

金銭分任出納

員

［略］

［略］

［略］県立都城泉ヶ

丘高等学校の

出納員

［略］県立富島高等
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別表第５（第56条関係）

支出負担行為の整理区分表

［略］

別表第10（第 152条の２関係）

別表第５（第56条関係）

支出負担行為の整理区分表

［略］

別表第10（第 152条の２関係）

学校の出納員

県立高千穂高等学校に属する

生産物又は不用品の売払代金

の収納に関すること。

県立高千穂高

等学校の金銭

分任出納員

県立高千穂高

等学校の出納

員

県立宮崎海洋高等学校に属す

る生産物又は不用品の売払代

金の収納に関すること。

県立宮崎海洋

高等学校の金

銭分任出納員

県立宮崎海洋

高等学校の出

納員

県立高鍋農業高等学校に属す

る生産物又は不用品の売払代

金の収納に関すること。

県立高鍋農業

高等学校の金

銭分任出納員

県立高鍋農業

高等学校の出

納員

県立高原高等学校に属する生

産物又は不用品の売払代金の

収納に関すること。

県立高原高等

学校の金銭分

任出納員

県立高原高等

学校の出納員

県立宮崎農業高等学校に属す

る生産物又は不用品の売払代

金の収納に関すること。

県立宮崎農業

高等学校の金

銭分任出納員

県立宮崎農業

高等学校の出

納員

県立門川高等学校に属する生

産物又は不用品の売払代金の

収納に関すること。

県立門川高等

学校の金銭分

任出納員

県立門川高等

学校の出納員

県立小林秀峰高等学校に属す

る生産物又は不用品の売払代

金の収納に関すること。

県立小林秀峰

高等学校の金

銭分任出納員

県立小林秀峰

高等学校の出

納員

県立日南振徳高等学校に属す

る生産物又は不用品の売払代

金の収納に関すること。

県立日南振徳

高等学校の金

銭分任出納員

県立日南振徳

高等学校の出

納員

［略］

学校の出納員

［略］

支出命令書に証

拠書類として添

付する主な書類

説明支出負担行為に

必要な主な書類

支出

負担

行為

の範

囲

支出

負担

行為

とし

て整

理す

る時

期

区分

［略］

見積書、入札書

、開札調書

契約書、請書

検査調書

請求書

補装具交付券又

は修理券（扶助

費から支出する

もの）

［

略］

見積書、入札書

、開札調書、予

定価格調書

指名人調書

契約書案、請書

案（内訳書）

［略］９

物品

費の

類

［略］

物品取扱者を置く出先機関等名主管の部局又はかい名

支出命令書に証

拠書類として添

付する主な書類

説明支出負担行為に

必要な主な書類

支出

負担

行為

の範

囲

支出

負担

行為

とし

て整

理す

る時

期

区分

［略］

見積書（２ヶ所

以上）入札書、

開札調書

契約書、請書

検査調書（請求

書の余白に表示

してかえること

ができる。）

請求書

補装具交付券又

は修理券（扶助

費から支出する

もの）

［

略］

見積書（２ヶ所

以上）入札書、

開札調書、予定

価格調書

指名人調書

契約書案、請書

案（内訳書）

［略］９

物品

費の

類

［略］

物品取扱者を置く出先機関等名主管の部局又はかい名
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［略］

［略］水産政策課

［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

物品の購入等の事務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年４月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第16号

物品の購入等の事務に関する規則の一部を改正する規則

物品の購入等の事務に関する規則（平成10年宮崎県規則第35号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

［略］

［略］漁村振興課

［略］

改正後改正前

（定義）

第２条 この規則において「物品の購入」とは、宮崎県財務規則（

昭和39年宮崎県規則第２号。以下「財務規則」という。）第２条

第２号に規定する部局（警察本部を除く。以下「部局」という。

）及び同条第１号に規定するかい（同号アに規定する出先機関（

宮崎県外に所在するもの及び別表第１に掲げるものを除く。）に

限る。以下「かい」という。）が行う物品の購入をいう。

２ ［略］

（物品の購入の要求）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 前２項の規定は、別表第２に掲げる物品の購入については適用

しない。

別表第２（第３条関係）

［略］

６ 交際費、食糧費及び扶助費で購入するもの

７～18 ［略］

19 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第 166号）第３条の２第２

項の規定による特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止

のための措置を講ずるにあたり、緊急に購入が必要となるもの

20 その他総務事務センター課長が、部局又はかいにおいて購入

することが適当であると認めたもの

（定義）

第２条 この規則において「物品の購入」とは、宮崎県財務規則（

昭和39年宮崎県規則第２号。以下「財務規則」という。）第２条

第２号に規定する部局（警察本部を除く。以下「部局」という。

）及び同条第１号に規定するかい（同号アに規定する出先機関（

宮崎県外に所在するもの及び別表第１に掲げるものを除く。）に

限る。以下「かい」という。）が行う物品の購入（別表第２に掲

げる物品の購入及び総務事務センター課長が適当でないと認めた

場合における物品の購入を除く。）をいう。

２ ［略]

（物品の購入の要求）

第３条 ［略]

２ ［略]

別表第２（第２条関係）

［略]

６ 扶助費で購入するもの

７ 食糧費で購入するもの

８～19 ［略]

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年４月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第17号

母子保健法施行細則の一部を改正する規則

母子保健法施行細則（昭和42年宮崎県規則第41号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第11条、第12条関係）

徴 収 基 準 額 表

別表（第11条、第12条関係）

徴 収 基 準 額 表

徴収基準徴収基準世帯の階層（細）区分階層徴収基準徴収基準世帯の階層（細）区分階層
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加算月額月 額区分

［略］生活保護法による被保護世帯（

単給世帯を含む）及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号）

による支援給付受給世帯

Ａ階

層

Ａ階層を除き当該年度分の市町

村民税非課税世帯

Ｂ階

層

［略］均等割の額のみ（

所得割の額のない

世帯）

Ａ階

層及

びＤ

階層

を除

き当

該年

度分

の市

町村

民税

の課

税世

帯で

あっ

て、

その

市町

村民

税の

額の

区分

が次

の区

分に

該当

する

世帯

Ｃ階

層

所得割の額のある

世帯

1，080

1，620

2，240

3，480

4，940

6，500

8，240

10，200

10，800

16，200

22，400

34，800

49，400

65，000

82，400

102，000

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

円

所得税の年額

15，000円以下

15，001～ 40

，000

40，001～ 70

，000

70，001～ 183

，000

183，001～ 403

，000

403，001～ 703

，000

703，001～1，078

，000

1，078，001～1，632

，000

Ａ階

層及

びＢ

階層

を除

き前

年分

の所

得税

課税

世帯

であ

って

、そ

の所

得税

の額

Ｄ階

層

加算月額月 額区分

［略］生活保護法による被保護世帯（

単給世帯を含む）

Ａ階

層

市町村民税非課税世帯Ｂ階

層

［略］市町村民税の均等

割のみ課税世帯

所得

税非

課税

世帯

であ

って

、市

町村

民税

の均

等割

、所

得割

によ

る区

分

Ｃ階

層

市町村民税所得割

課税世帯

1，080

1，620

2，240

3，480

4，940

6，500

8，240

10，200

10，800

16，200

22，400

34，800

49，400

65，000

82，400

102，000

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

円

所得税の年額

30，000円以下

30，001～ 80

，000

80，001～ 140

，000

140，001～ 280

，000

280，001～ 500

，000

500，001～ 800

，000

800，001～1，160

，000

1，160，001～1，650

，000

所得

税課

税世

帯の

所得

税額

によ

る区

分

Ｄ階

層
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12，340

14，700

17，250

19，990

22，940

左の徴収

基準月額

の10％

ただしそ

の額が26

，300円に

満たない

場合は26

，300円

123，400

147，000

172，500

199，900

229，400

全額

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

Ｄ13

Ｄ14

1，632，001～2，303

，000

2，303，001～3，117

，000

3，117，001～4，173

，000

4，173，001～5，334

，000

5，334，001～6，674

，000

6，674，001以上

の区

分が

次の

区分

に該

当す

る世

帯

12，340

14，700

17，250

19，990

22，940

左の徴収

基準月額

の10％

ただしそ

の額が26

，300円に

満たない

場合は26

，300円

123，400

147，000

172，500

199，900

229，400

全額

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

Ｄ13

Ｄ14

1，650，001～2，260

，000

2，260，001～3，000

，000

3，000，001～3，960

，000

3，960，001～5，030

，000

5，030，001～6，270

，000

6，270，001以上

備考

１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは、地方税法

（昭和25年法律第 226号）第 292条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは、

同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第 314条の７第１項第１号及び第２項、第 314条の

８並びに同法附則第５条第３項及び第５条の４第６項の規定

は適用しないものとする。）の額をいう。

２ この表のＤ１～Ｄ14階層における「所得税の額」とは、所

得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予

等に関する法律（昭和22年法律第 175号）の規定によって計

算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用し

ないものとする。

（１） 所得税法第78条第２項第１号、第92条第１項、第95条

第１項、第２項及び第３項

（２） 租税特別措置法第41条第１項、第２項及び第３項、第

41条の２、第41条の３の２第４項及び第５項、第41条の19

の２第１項並びに第41条の19の５第１項

（３） ［略］

３ ［略］

４ 徴収月額の決定の特例

（１） 同一世帯から２人以上の児童が給付を受ける場合にお

いては、その月の徴収基準月額（（２）による日割計算後の

額）の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加

算月額によりそれぞれ算定するものとする。

（２） 入院期間が、１ヵ月未満のものについては、徴収基準

月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によっ

て決定する。（ただし、Ｄ14階層を除く。）

その月の入院期間

その月の実日数

備考

１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは、地方税法

（昭和25年法律第 226号）第 292条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは、

同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第 314条の７及び同法附則第５条第２項の規定は適

用しないものとする。）の額をいう。

２ この表のＤ１～Ｄ14階層における「所得税の額」とは、所

得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき

所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成11年法

律第８号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等

に関する法律（昭和22年法律第 175号）の規定によって計算

された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用し

ないものとする。

（１） 所得税法第92条第１項、第95条第１項、第２項及び第

３項

（２） 租税特別措置法第41条第１項、第２項及び第３項

（３） ［略］

３ ［略］

４ 徴収月額の決定の特例

（１） Ａ階層以外の階層に属する世帯から２人以上の児童が

、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その

月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については

、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するもの

とする。

（２） 入院期間が、１ヵ月未満のものについては、徴収基準

月額又は加算基準月額につき、さらに日割り計算によって

決定する。（ただし、Ｄ14階層を除く。）

その月の入院期間

その月の実日数
基準月額 ×基準月額 ×
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（３） ［略］

５ ［略］

６ この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につ

き、知事の支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（

平成10年法律第 114号）による負担額を差し引いた残りの額

をいうものであること。

（３） ［略］

５ ［略］

６ この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につ

き、知事の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（

平成10年法律第 114号）による負担額を差し引いた残りの額

をいうものであること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年４月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第18号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年宮崎県規則第42号）の一部を次のように改正する。

別記様式第４号を次のように改める。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。

）の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の相当規定に

基づいて提出された申請書とみなす。

３ この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが

できる。

宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年４月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第19号

宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改正後改正前

別表第１（第３条関係）

［略］

２ 使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に

基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの

（１）～（116）［略］

（117）熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者認定

申請手数料

（118）熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者認定

更新申請手数料

（119）～（134） ［略］

（135）熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者認定

申請手数料

（136）熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者認定

更新申請手数料

（137）～（537） ［略］

［略］

別表第１（第３条関係）

［略］

２ 使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に

基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの

（１）～（116）［略］

（117）～（132） ［略］

（133）～（533） ［略］

［略］
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